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弓ヶ浜半島震災対策事業に関する協力協定 

 

 

鳥取県（以下「甲」という。）と中国電力株式会社（以下「乙」という。）と

は、令和６年能登半島地震を踏まえ甲が実施する弓ヶ浜半島における震災対策事

業（以下「弓ヶ浜半島震災対策事業」という。）について、次のとおり協定を締

結する。 

 

（協力額） 

第１条 乙は、乙の島根原子力発電所が弓ヶ浜半島の３０キロメートル圏内に立

地していることを踏まえ、甲が実施する弓ヶ浜半島震災対策事業の早期実現の

ため、本協定期間において総額９億円を上限に協力する。 

（毎年度の支払額） 

第２条 前条の協力について、乙は、毎年度９千万円を目安として、甲乙協議に

より定める額を甲に支払う。 

（国の財源の活用） 

第３条 甲は、弓ヶ浜半島震災対策事業の実施に当たっては、有利な国費及び地

方債の活用に努めるものとする。 

（有効期間、期間延長等） 

第４条 本協定の有効期間は、令和７年度から同１６年度までの１０年間とす

る。 

２ 甲が弓ヶ浜半島震災対策事業の実施に当たり、正当な理由により繰越等の必

要が生じた場合は、甲乙協議の上、前項の有効期間を延長することができるも

のとする。 

３ 甲は、前項の協議を求める場合は、乙に対して、書面により申入れを行うも

のとする。 

４ 第１項に定める有効期間中であっても、弓ヶ浜半島震災対策事業の実施が必

要なくなる等の状況変化があった場合は、甲乙協議の上、本協定を見直すこと

ができるものとする。 

（協議） 

第５条 本協定に定めのない事項又は本協定に定める条項に疑義が生じたとき

は、甲乙協議の上、解決する。 
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 本協定締結の証として、本書２通を作成し、甲及び乙それぞれ１通を保有する

ものとする。 

 

 

令和７年１２月２４日 

 

 

 

甲  鳥取県 
  

 鳥取県知事    平井 伸治 

  

乙  中国電力株式会社 

   

 
代表取締役 
社長執行役員 中川 賢剛 

 

 


